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株式会社制度の起源について

一ーとくにオランダ東インド会社の設立を中心に一一

大塚久雄

I 研究の端緒

株式会社制度がいつ，どこで，どのようにして発生したかという問題

について，ヨーロツパの学界では，すでに19世紀の前半から論文が出は

じめており，後半になると，さまざまな見解が現れてくることになるの

ですが，概して株式会社制度は，北イタリヤの諸都市のいずれかで，な

んらかの形で生まれでたというのが，一般的な動向だったと言ってよい

でしょう。その中でも， 70年代に入ると，「聖ジョージ銀行説」がきわめ

て有力となってきました。

「聖ジョージ銀行」というのはお世紀の初めにイタリヤの都市ジェノア

に設立された公立の振替銀行ですが，その成立はこういう経緯によるも

のでした。都市国家だったジェノ 7は，財政上の必要から国債を発行し

ていたのですが，その国債の所有者たち 巨額の所有者から少額の者

までいろいろでしたーーがその権利を守るためにつくったコンペラなど

と呼ばれる団体がいくつかありました。それらが1つに’合併されてでき

上った強大な，また株式会社にも似た内部組織をもっ国債所有者団体が

「聖ジョージ財団」 Casadi S. Giorgioだったのです。この団体は，国

債の元本をまもり，また利子の支払を確実にするために徴税の請負をや

りましたが，さらにまた政府から振替銀行を経営する特権も与えられま

した。この銀行が有名だったため，もともと国債所有者の団体だった財

団自体がしばしば聖ジョージ銀行とよばれるようになっています。

この聖ジョージ銀行は，一時期そうした業務に加えて，ジェノアの植民
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地の管理と，その収入を掌中に収めるという特権をさえあたえられ，こ

うして政府のはたすべき役割の重要部分を受持つことになり，そのため

に政府の方が逆に年金受領者であるかのよう主観を呈した，とさえ言わ

れています。ともかく，元来国債所有者の団体であった聖ジョージ銀行

は，このようにしていつのまにか大規模な企業体に変化していったので

した。それは，イギリスで国債所有者団体がイングランド銀行や南洋会

社に成長していったのに似ている，といえるかも知れません。

ところで，聖ジョージ銀行は，そもそも政府から特権を与えられて設

立された国債所有者団体だったということからして，初めからはっきり

した法人格をもっていた上に，出資持分もロカとかルオ ギとよばれる，

株式によく似た形となっていました。そうした点でも株式会社に非常に

近い姿をとっていたのです。ですから，もう株式会社と言ってもよさそ

うなものになっていたわけです＇；＇

この聖ジョージ銀行を史上最初の株式会社と考え，それがその後ヨー

ロッパの各地に伝えられたという見解を提出したのは， ドイツの有名な

商法学者レヴィン・ゴJレトシュミット 彼はすぐれた商法史の研究者

としても知られていますが でした。彼の名著『商法史』の中で＇＇.＇この

聖ジョージ銀行起源説が展開されており， 19世紀も終りに近づく頃まで

もっとも権威ある学説だったといってよいでしょう。

ところで， 1895年になって，これまたドイツの有名な商法学者である

カール・レーマンの，注目すべき新学説を含む著書が現われました。

Karl Lehmann, Die geschichthche Entwicklung des Aktienrechts 

bis zum Code de Commerce, 1895'です。これは学界に非常に大きな

影響を与えて，たちまち旧い「聖ジョージ銀行説」を圧倒し，それ以後少

くとも10年余の間，彼の「オランダ東インド会社説」が定説の地位を占め

るようになったのでトした。

注

Ill 聖ジョーγ銀行については，詳しくは， H.Sieveking,Ge削.，.，Finanzwe.en 
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mU b<'onderer Beracksichtigung der Casa di S Gforgw, 2Bde, 

1898 卯．

121 L. Goldschmidt, Universalgeschichte des Hαndelsrechts, 3 Aull.,!, 

1891, SS. 29Dff －一一す？にrコンペラ起源説」をとり，ゴルトンユミットの

「聖ジョ ジ銀行説」の先駆の役割をはたしていたのは，同ヒ〈ドイツの商法学

者で品るアヒルレス・ルノーの研究であった。 A.Renaud, Dos Recht der 

Aktiengesel/schaft, 2. Aull., 1875 . 

II レーマンのオランダ東インド会社説

カール・レーマンは，まず， 1602年に設立された，あのオランダ東イ

ンド会社が株式会社制度の起源をなすもので，それがヨーロッパの各地

に「放射状をなして」伝えられていったのだ，と考えました。それを裏か

ら言いますと，オランダの東インド会社の成立に対して聖ジョージ銀行

が影響をあたえた形跡はなく，両者の聞に歴史的連続は認められないと

いうことです。その証拠として彼は次の二つの事実を指摘しました。

第 lはこうです。株式にあたる語はドイツ語ではアタツイエ（Aktie),

フランス語ではアクシオン（action）ですが，これらはオランダ語のアク

シー（actie）から由来しており，しかもそれはオランダの東インド会社で

は巳めて使用されたものだ。このことからみても，オランダ東インド会

社の制度が，ヨーロッパ各地の株式会社の発展に与えた影響が知られる

わけだ。これに対して，聖ジョージ銀行の場合は，出資持分を示すのに

ロカとかポJレティオ（portio）という2喜が｛吏用されており，アクシーとい

う語は見られない，というわけです。ただ厳密にいいますと，オランダ

東インド会社でもはじめの 3年ぐらいは，ポルシー（portie）という語が

f吏われており，その後：アクシーカ吋史われるようになったようですから，

問題は残るわけですが，ここでは立入ることは止めておきましょう。

第 2は，翌ジョージ銀行とオランダ東インド会社，乙の両者の企業内

容が著しく性格を異にしているということです。つまり，聖ジョージ銀

行が徴税請負や振替銀行業務を営んでいたのに対して，東インド会社は

海上貿易を営んでおり，両者の聞に歴史上のつながりがあるとはとうて
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い考えられない，というわけなのです。この論点についても議論の余1也

がありえますが，ともかくこのような理由でもって，株式会社制度はオ

ランダ東インド会社から始まり，その後ヨーロッパ各地に「放射状をな

して」伝えられていった，とレーマンは考えたのでした。

ところで，つぎに，そうしたオランダ東インド会社はどういうものを

土台として，あるいは，実体的基礎として出来上ったのか，ということ

が問題になりますが，それについてはレーマンはこう考えました。オラ

ンダ東インド会社はオランダ各地の大小6つぐらいの東インド貿易企業

が合併して生まれたものなのですが，その合併されたいくつかの企業の

実体は，法律術語的な意味における「船舶共有組合」だった。そういう学

説をうちたてたのです。

この船舶共有組合（Reederei,Partenreederei ）という制l度は，当時

海商企業に広くみられたもので，だいたいこういうものだったと言って

よいでしょう。貿易を営むために船舶が必要だとしても，莫大な出資を

要するので， l隻だけでも 1人の商人の力ではとうてい負担しきれるも

のではない。そこで何人かの商人が集まり，協力して l隻の船舶を建造

して共有する。そのようにしてまず合手的持分所有の上に立つ船舶共有

関係ができ上ります。そのばあい船主たちの持分は当初の出資額に応ビ

て，あるいは 1/2. 1/4, 1/$，あるいは1/3, 1/6というような形をとる

のが普通でした。ところで，こうした船舶共有関係を形づくる船主たち

はさらに共同して貿易を営むわけですが，その際彼らはそれぞれの持分

の大きさに比例して，蟻装のために出資し，船荷を積み込みます。みず

から船長として船に乗りこみ貿易の仕事に携わる船長は，そうした船主

の l人である場合が多いのですが，外部の者を船長として雇い入れる場

合もある。航海中は船長にすべてをまかせて貿易か官なまれ，そして航

海か漁った後に清算カZ行われて，利潤の配当分のみならず元本もすべて

払戻される。また，損失があった場合には船長が無限責任を負い，他の

船主は有限責任を負った，というわけです。ともかく，このように 1隻
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の船舶の共有関係の上にたって形づくられる一種の会社企業，それが船

舶共有組合とよばれるものだったのです日｝

ともあれ，カーJレ・レーマンは，こうした船舶共有組合がいくつか合

併されてでき上ったのが東インド会社だった，と考えたのでした。その

論拠はだいたいこういうことだったといってよいでしょう。レーマンに

よると，株式会社制度のもっとも大切な標識はまず法人性を具えている

こと，つぎに出資金が売買可能な株式という形をとっていること，この

2つなのですが，船舶共有組合にはその両者の有力な萌芽が具わってい

た。彼はそう考えたのでした。船舶共有組合は，まず1船舶の合手的所

有の関係を基礎として成り立っており，直ちに法人格を云々することは

できないにしても，すぐにそれに発展しうるような団体性がすでに具わ

っている。それに加えて，各船主が1/6,1/3といった出資持分を所有し，

まだ合手的所有にみられるような形でではあるが，ともかく出資持分に

対する所有権とそれに照応する配当の請求権を化体した株式制の萌芽が

みられるし，また，それが，売買もされている。そうした諸点をふまえ

て，レーマンは東インド会社設立の基礎となったいくつかの貿易企業は

そうした船舶共有組合と見るほかはないと推論したのでした。

では，船舶共有組合の合併によって成立したオランダ東インド会社は，

どのような点で株式会社と呼ばれるにふさわしい形になっていたのか。

東インド会社のばあいには，取締役会という会社機関がはっきりとでき

上り，それが経営に携わる，そうした形で法人たる性格が一段と高めら

れるにいたった。これが第 lの点です。さらに第2は，アクシーとよば

れるような株式制度が生まれてきたという点です。もっとも，等額の株

券制度はまだまだでき上ってはいませんが，しかし，アムステJレダムの

取引所で東インド会社のアクシーは盛んな売買の対象となっており，配

当証券制へももう一歩というところまできていた。レ マンはそのよう

に考えたのでした。

このような論拠からカーJレ・レーマンは，オランダ東インド会社が株
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式会社制度の起源だと考えたのですが，この学説はたちまちに聖ジョ

ジ銀行説を抑えて，その後10年以上も学界において定説の地位を占めつ

づけたと言ってよいでしょう。ところが， 19C8年にいたってまたまた事

情は一変しはじめました。この年にレーマン説をするどく実証的に批判

する2つの注目すべき研究書カ守目ついで出版されたのです。著者たちはいす、

れも地元のオラ kダ人史家でした。その1人は法制史家のファン・デル・

へイデンで，その著作はE.J.J.van der Heijden, De ontwikkeling 

van de nααmlooje vennootschαp in Nederland voor de codificα 

tie, 1908，いま 1人は経済史家のファン・プラーケルで，その著作はs.
van Brake!, De hollαndsche handelscompagniei!n deγ zeventien 

de eeuw, h叩 ontstα師 enhunne innchtmg, 19日8，です。そして，

この 2人の学説がその後互いに切瑳琢磨しあうなかから，現在の定説と

もいうべきものが生まれてきた，と言ってよいでしょう。

注
Ill 詳しくは，拙稿「船舶共有組合の企業的構造」拙著『株式会社発生史論』前編，

補論第 1章参照。

回 ファン・デル・ヘイデンとファン・ブラーケルによる

レーマンの「船舶共有組合説」批判

ファン・デJレ・ヘイデンとファン・プラーケルは，それぞれの重点の

置き所はやや異なりますが， 2人ともレーマンの船舶共有組合説に対し

て，何よりもまず実証的な立場から，根本的な疑問を提出したのです。

そこで，まずこの 2人が明らかにした史実をある程度説明しておくこと

にしましょう。ただ，それに関連して，彼らは東インド会社の設立の基

礎となった諸会社企業をフォーJレコンパニーエン（voor-compagnieen)

という名称でよんでいますので，私も以後この7オールコンパニーエン

という語を使うことにしたいと思います。なお，日本語としてはさしあ

たり「先駆諸会社」と訳しておくことにしましょう。

きて，そうした先駆諸会社に関して彼らが明らかにした史実を私なり
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の表現で説明してみますと，だいたい次のようになるでしょう。どの会

社の場合もその経営に携わっている者は，数の大小はあれ，そう多人数

ではない一団の人々で，彼らは「ベウィントヘッパース」 bewindheb

hersと呼ばれていました。さしあたってr取締役団」と訳しておくことに

します。この取締役団に属する人々が手分けをして，会社の船舶の購入

や船員の雇用，船荷の積込，また東インドからの帰り荷の売却や配当の

支払いなどをおこない，また損失のばあいには自己の私財をも出してま

で無限責任を負わねばならなかったのです。ところで，もう lつ重要なこ

とには，どの会社の場合にも，それぞれの取締役の背後に匿名の出資者た

ちがおり，「パルティシパンテン」 participantenと呼ばれていました。

彼らは特定の取締役に匿名で出資しているのですから，表面には現われ

ては来ませんが，確かに存在し，それぞれの取締役のものそうした匿名

出資者を合せると，かなりの数に達したようです。こうした匿名の出資

者たちは，会社に出資はしているが，経営には参加しない。儲けがあっ

た場合に配当を受取るが，損失の場合には出資持分を放棄するだけです

む。つまり，その責任は有限責任だったわけです。このように，先駆諸

会社はいずれも，中心にあって経営に携わり無限責任を負う機能出資者

の一団と，その背後にあってただ出資しているだけで有限責任しか負わ

ない，多数の無機能出資者の群れと，つまり取締役団と匿名出資者群か

らなっていた。そうした事実を，ファン・デJレ・へイデンとファン・ブ

ラーケンはまず実証的に明らかにしたのでした。

オランダ東インド会社設立の基礎となった先駆諸会社の実体が，その

ようなかたちで，しだいに解明されていったのですが，その過程で，ま

た，そうした先駆諸会社のもつ組織形態には， 1隻の船舶の合手的共有

というか，船舶共有関係の形跡などはまるで見られないばかりか，「船舶

共有組合」を意味する Reedereiとか「船主」を意味する Reederという

語も史料のなかに全く見られない，といったことも実証的に明らかにな

ってきました。この点についてはとりわけファン・プラーケルの研究が
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大きく寄与しているようですが，ともかく，このことはレーマンの「船

舶共有組合説」lことって決定的な打撃となった，と言ってよいでしょう。

もちろんレーマンは自己の所説を直ちに徹回したわけではなく，後段

で説明するようなファン・デJレ・へイデンの見解を一部取り入れながら，

自説の修正を試みました。つまり，ヘイデンの言うように，先駆諸会社

にはその周辺に移しい数の匿名出資者（パルティシパンテン）が付着して

はいるが，しかし，会社企業の中心として表面に現われて，そうした移

しい数の匿名出資者群を 1つに結びつけている取締役（ベウィントヘッパ

ース）の一回は，やはり「船舶共有組合」と見なければならない。そうい

う形でレーマンは，かなり後退はしながらも，自説を護ろうとしたので

した~·

しかし，プラーケJレの鋭い実証はそうした修正説をも打ち接いてしま

いました？彼によると，先駆諸会社の表面には必ず取締役の一団が姿を

現わしているが，そうした取締役団が禾す組織形態は，実にはっきりと，

その頃までにすでにアントワープ商人たちの間で広〈行われていた そ

うした商慣習法にしたがう「合名会社」であって，さきにも言ったように，

法律術語的な意味における「船舶共有組合Jであった形跡は全くみられない。

したがって，レーマンが初めから重要な証拠としてあげていた事実，つ

まり，当時グロティウスその他の法学者が，先駆諸会社の責任形態を説

明するさいに，「委付」（アバンドン）というような船舶共有組合関係の法

律用語を使っているのも単なる法解釈上の技術にすぎない，ということ

が分かる，というわけです。ともかく，このような実証的批判に遭って，

レーマンもしだいに「取締役団Jを「合名会社」と解する方向に傾いていき，

こうした研究史上「船舶共有組合説」は背景に退いてしまったのでした。

注

Ill Zei1'chrift fuγdas gesamten Hande/srecht, LX皿， SS.3551£., 

LXN, SS. 389 91. 

121 S van Brake！，“B>1drage tot de geschiedenis der naamlooje venn・ 

00白chap：’ RechtsgeleerdMagajiin, XXXI, 1912, bl 261 e.v 
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N ファン・デル・へイデンとファン・ブラーケルをめくる

論争と通説の形成

さて，ファン・デJレ・へイデンとファン・プラーケJレは，すでに述べ

たように，「船舶共有組合説」を実証的に批判するという面ではほぼ共通

の立場に立っていたのですが，しかし，そのようにして次第に明らかに

されていった先駆諸会社に関する史実をどのように解釈し，その組織形

態上の特徴をどのように捉えるかという面では，こんどはかなり違った

立場に立つことになり，そして，両者の学説をめぐって論争が行われる

ことになりました。彼らの見解とその相違点はほぼこういうことだった

と言ってよいでしょう。

まずヘイデンは何よりも，各取締役（ベウイントヘッパー）がそれぞれ

の背後に多数の匿名出資者（パJレティシパンテン）をもち，それは合計す

れば彩しい数に上るということに注目したのです。つまり，少数の取締

役の周辺に， 有限責任しか負わない無機能な匿名出資者たちが移しく

いわば蛸集している，という関係が何よりも重要だとしたのです。という

のは，この移しい数の無機能出資の集中という事実こそが，売買可能な

株式という制度を生み出し，それを通じて，株式会社制度の成立を可能

ならしめた重要な要因だと彼は考えたからでした。事実その頃までにア

ントワープの取引所などで，無機能な出資持分がかなり自由に売買され

るという慣行ができていました。彼は何よりもそうした点を重視した

わけです。これに反して，取締役たち（ベウイントヘッパース）を 1つに

結ひeつけているその関係の方は，ただ集中された聖書しい数の匿名の無機

能出資者群を lつに結び合せる「紐帯のようなものJにすぎず，大した重

要性はもたない0 A.イデンはそのように考えたのでした。序でですが，

このへイテ・ンの「匿名出資関係起源説」をあの理論好みのヴェJレナー・ゾ

ムバルトがやや意外なほど素直に受けいれていることはよく知られてい

るとおりです？

ところで，ファン・プラーケJレの方はというと，これとは逆に，先駆
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諸会社の中心に見られる取締役（ベウイントヘッパー）の一団，そして

取締役たち相互の聞に結ぼれている関係の方を重視したのでした。彼は

それを，当時の商慣習法の中にすでに定着していた「合名会社」だと考え

ました。もちろん，それを構成する機能出資者たちはそれぞれの背後に

匿名の無機能出資者たちを数多くもっているけれども，それはそう重要

なことがらではない。むしろ，たとえば，ある先駆会社の場合，取締役団

を中心に匿名の無機能出資者たちをも含めて，全出資者の聞に「一般契

約J なるものが結ぼれているが，そのことが物語るように，先駆諸会社

は合名会社の拡大されたものないしは変種に他ならない。そうした推論

によってプラーケJレは，株式会社としてのオランダ東インド会社は，そ

うしたいくつかの「拡大された合名会社」の合併によって成立したのだ，

と考えたのでした。これがプラーケルのいわゆる「合名会社起源説」ですロ

さて，ファン・デル・へイデンとファン・プラーケルの 2人の学説を

めぐって何回かの論争がかわされました。実は，それに関連して，私の

心につよく印象に残っていることがありますので，それにも触れながら，

その論争の帰結について説明しておくことにしましょう。プラーケJレの

ある論文を読んでいきますと，最後にP・S・ が付加されており？その

内容は，私なりの言葉で布延してみますと，こういうごとでした。一一

この論文を書いているあいだ，私は自分の説の方が正しいと思いこんで

おり，へイデンの説を拒否しつづけてきた。しかし，いま校正刷に目を

通しているうちに考えがかわってきて，彼の説のもつある正しさをどう

しても認めざるをえなくなった。私はいままで，取締役団の周辺に螺集

しているおびただしい匿名出資者たちの群を単に合名会社が周辺にむけ

て拡大されていく姿にすぎないと考えてきたが，これはやはりまちがい

で，次のように言いかえねばならないと思う。すなわち，取締役団にみ

られる関係は明らかに「合名会社」ないしその未成熟な形だと今なお確信

するが，その「合名会社」の周辺に群がり集っている匿名の無機能出資関係

は，ヘイデンの言うように，決して単なる合名会社の拡大形態ないし変
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種などではない。彼はそう認めた上で，先駆諸会社の実体は「成熟途上

にある合名会社の周辺に見事しい数の匿名出資関係が付着したものJ，とい

うふうに自説を修正したのです。そして，このプラーケJレの修正説（あ

るいは両者の折衷説）が現在ではほぼ学界の通説になっている，と言っ

てよいのではないでしょうか。

ただ，そうした先駆諸会社の実体は，現在の会社法にみられるような

完成した姿の「合資会社Jとはもちろん言えないでしょう。また，それら

には各事例ごとにさまざまな変異も見られるのですが，しかしまた，も

しも法制的客観性をあたえられれば，すぐにも「合資会社」が名実ともに

成立しうるような経済社会学的基礎（つまり合名会社十有限責任出資者

の関係）がすでにでき上っているということも，これまた認めねばなりま

すまい。つまり，先駆諸会社はそういう意味において大規模な「合資会

社」と見倣しうるものであって，したがって，オランダ東インド会社はそ

うした幾つかの大規模な「合資会社」の合併によって成立した，と言いか

えることも可能ではないかと私は思います。かつて， 19世紀の6ぽ手代に

も，フィックという学者の理論的にきわめてすぐれた「合資会社説」があ

り，すでに「聖ジョージ銀行起源説」をさえとってい泣わですが，それは

まだまだ史実の裏付けが十分でなく推論に近いものだったので，重要視

されぬままに止まっていました。が，それがプラーケルたちの研究によ

って豊かな史実の肉付けを与えられて建ってきた，と言えないこともな

いでしょう。

注
(!} E. J. J. van der He•iden, t.a.p 

121 W.Sombart, Der moderne KapitaNsmus, 2. Aull, Bd. Il /1, S 1531. 

(3) S. van Brake!, t.a.p. 

141 Fi回 k,"Ob.,Begriff und Gesch>chte der AkUengesel I schaf t；’ Zeit"hrift 

fur das gesamte Handelsγecht, V., 1862 

v 株式会社としてのオランダ東インド会社

このような実体をもっ 6つの先駆諸会社が1602年に合併されて，株式
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会社の起源とよばれるオランダ東インド会社地ず設立されたわけですが，

それでは，このオランダ東インド会社はどういう点で先駆諸会社と異な

り，したがって，どの点で「株式会社の起源」とされるにふさわしいもの

となったのか。そうした問題についても簡単にふれておかねばなります

まい。

まず第1は，東インド会社では取締役たちの無限責任が消失したとい

うことです。先駆諸会社の場合には，中心の経営に携わる「取締役回」

（ベウィントヘッパース）は，まえにも説明しましたように，それぞれの

経営の成果に対して「無限責任」を負っていました。つまり，会社が破産

した場合には，彼らはみな自己の全財産をもってその返済に当らなけれ

ばなら奇かったわけです。だからこそ，この「取締役団」をファン・ブラ

ーケJレは「合名会社」だと主張したのでした。ところが，オランダ東イン

ド会社になりますと，そうした取締役たちの無限責任は消失した。つま

り，彼らも有限責任しか負わなくなったと考えられるのです。というの

は，乙の会社の定款ともいうべき，連邦議会から与えられた特許状｛o

ctrooi）の第42'条には，「取締役たちはいずれも，その人身あるいは財産

をもって責任をおわされることはない。－ー」と規定されていて，当時

の法律家ズJレク（Zurek）などもこれを彼らの有限責任を規定した条項だ

と解しているからです。またへイデンやプラーケJレも問題なくそろって

この解釈を肯定しています？

ただ，その当時も，また現在も，こうした解釈に反対する意見がある

ことは事実です。しかし，もしそうした反対説をとるとしますと，第42

条は意味の全く分からない不必要辛条項となってしまいますし，また西

インド会社のばあいにも，その「特許状JIこそれと相似的な条項をもちな

がら，しかも増資や改組にさいして取締役たちの責任カ司見実に有限責任

として処理されているこf』考え合わせますと，東インド会社の「特許

状」の第42条は取締役たちの，したがって全出資者の有限責任制を規定

したものと解する方がやはり筋が通っているように考えられます。
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なお，オランダではその後，そうした東インド会社の組織形態をモデ

Jレとして設立される会社がだんだんと増えてきますが， 18世紀にもなる

と，それらの会社の殆んどが全出資者の有限責任に関する明白な規定をも

つようになってきます。が，しかし，法律的な客観性を与えられるよう

になるのは，もちろんフランスの Codede Commerceの影響のもと

にオランダでも商法典ができ上ってからのことになります。

つぎにその第2は，東インド会社が，先駆諸会社に比べて，いっそう

はっきりと「法人」という性格を帯びはビめたことです。さきにも少し触

れた法律家ズルクが「特許状」第4Z条の意味を説明して「取締役たちにその

人身および財産をもって責任を負わせるのではなくて，会社が・・・負債

に対して責任を負わねばならない」（傍点、は大塚）としていることが示すよ

うに，「全社員の有限責任制Jの成立自体がすでにそうした法人性の増大を

示していますが，さらに他面において，東インド会社では，無機能な出

資者たちの姿がいまや会社への直接の出資者として公然と表面に浮び出

てくるばかりか，取締役団の方も「取締役会j"Collegie van Be wind-

hebbersとか，さらにその上位の「17.人重役王将 Commissie van Ze-

ventienとかという名称の下に，はっきりと会社機関の性格をおびて，会

社経営の任にあたることになります。オランダ東インド会社は，こうい

うものとして，連邦議会から特許状を与えられたのでした。

第3は，株式制度に向かっていっそうの成長ぶりを示していることで

す。オランダ東インド会社の出資持分は，ついに等額分割も配当証券化

も行われることがありませんでしたが，しかし，さきにも触れたように

「株式」（アクシー）の名称でよばれて，アムステルダムの取引所では盛

んに売買され，はげしい投機の対象とさえなっていたことは周知のとお

りで，民衆の遊休資本を動員する株式制度の完成をすでに準備しつつあっ

た，といってよいでしょう。

以上のような意味において，オランダ東インド会社は研究史上「株式

会社の起源」とされているわけですが，もちろん完成された姿の株式会社
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制度に比べますと，まだ 2・3の重要な未完成の点がありました。その

lつは，いま言いましたような等額の株券制か終りまでできていなかっ

たということでしょう。しかし，中でもっとも重要なのは「株主総会」の制

度がなかった，つまり，オランダ東インド会社はそうしたいわば「専制

型Jの構成をとっていた，ということです。もっとも， 1616年に始まり暫

くの間つづいたオレンジ党の支配の下で，後の「監査役会JIこも当るよう

な「主要出資者告Jj」hoofdparticipantenができましたが，これはその

実質が全く伴わぬもので，現実には「取締役回」の独裁がかえって露骨に

なっていったように思われます。そればかりか，東イント、会社に倣って

設立されたその後の会社企業も同様に「株主総会」を欠如しており，オラ

ンダでは Codede Commerceが導入されるまで，結局「株主総会」を具

えたいわば「民主型」の株式会社制度は自生的に生まれでることはなかっ

たのでした。したがって，そうした「株主総会」を具えた近代的な「民主

型」株式会社制度の歴史を探ろうとする場合には，われわれはどうしても

オランダの歴史から離れて，イギリスにおけるjoint-stockcompanies, 

とりわけ「イギリス東インド会社」の歴史に目を移さねばならなくなりま

す。が，問題の規模があまりにも大きいので，これは他日稿を改めて論

じたいと思います。

注

(1) A.J van der Chijs, G"ch•eden" der •tich!mg van de Vereen;gde 

Oo•!-lnd;oche Compagme, 1857, bl.133, aanmerk.3 

(2) S. van Brake I, ! a p, bl. 123, van der Heijden,t a p , bl 56. 

(3) E J.J. van der Heijden, t.a p., bl 921.; S. van Brakel,t a p ,bl.1651. 

(4) A. J van der Ch•js,t.a.p. に付録されている「特許状」の諸規定を参照。

追記

本稿は， 1978年度「殴介｜経済史J第 2部の講義の速記の 1部に加筆し，

論文の形にまとめたものです。
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THE DUTCH EAST INDIA COMPANY 

AS AN ORIG別ALPATTERN 

OF BUS悶ESSCORPORATION 

~ Summary:I> 

Hisao Otsuka 

This essay, chiefly a critical discussion of the works ofE. J. J. V町lder 

He11den and S. van Brake!, was onginally one of my lectures {Economic 

History of Europe II) and refers to the early history of the Dutch East 

India Company as an origmal pattern of busmess corporation. 


